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東海村記者発表資料 
令和 4年 2月 25 日(金) 
総務部人事課 
電話：029-282-1711(内線 1320) 

令和４年度組織改編（案）について 

第６次総合計画を着実に推進する組織体制をより強固なものにするとともに，限られた行政資源を最

大限に活用しながら，村民サービスの向上に向けてこれまで以上にスピード感を持って機動的に展開で

きる組織体制を構築するため，次の基本方針のもと組織改編を行う。 

１ 組織改編の基本方針 

①多様化する村民ニーズや多岐にわたる政策課題に対応し，将来を見据えた新たな取組みや事業を推進

する組織体制を構築する。 

②所掌範囲が広範にわたっている組織の細分化と関連業務の集約・一体化をバランス良く行い，併せて，

事務事業の担当部署を整理し，より効率的かつ効果的な行政運営を図る。 

③他の分野であっても自分ごととして捉え，他の部署や地域，民間企業などとの連携強化と官民共創を

図りながら，創意工夫をもって円滑に事業を推進するための組織体制を整備する。 

令和４年度 令和３年度 

村長部局 ６部 ２２課 ４室 ４５担当 ５部 ２１課 ６室 ４０担当 

教育委員会・議会・監査・農業委員会 ７課(室・局) ９担当 ６課(室・局) ９担当 

２ 企画総務部の改編 

（１）総合戦略部及び総務部の創設 

第６次総合計画を着実に推進するためには，村政全体に係る政策的課題の総合調整と企画立案機

能をより一層深化させ，これまで以上に戦略的視点で推進する必要がある。加えて，内部管理部門

においては限られた人財の効率的活用が求められていることから企画総務部を改編し，新たに「総

合戦略部」及び「総務部」を創設する。 

（２）総合戦略部の組織（政策推進課／地域戦略課） 

企画経営課の企画調整担当と秘書広報課を統合した「政策推進課」と，企画経営課のプロジェク

ト推進室の流れを受けた「地域戦略課」を新設する。総合戦略部は政策統括監に代わり，東海村総

合計画推進プロジェクトチームの指揮監督，分野横断的な連携を要する第６次総合計画の重要事項

について組織的に推進する役割を担う。 

○政策推進課 （計画調整担当／秘書広聴担当／広報・国際化担当）

行政運営の基本方針，重要施策の企画調整，庁議・政策会議，第６次総合計画，実施計画，行政

評価，まち・ひと・しごと創生総合戦略，電源三法交付金，国土利用計画，ひたちなか地区の利用

計画（ひたちなか・東海行政連絡協議会を含む。）等，秘書広報課が所管する業務について従来の企

画・庁内調整機能にとどまらず，自ら政策を打ち出し，基軸となって推進する役割を担う。 
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○地域戦略課 （プロジェクト推進担当／デジタル戦略担当）

東海村つながるプロジェクト（T-Project），とうかいまるごとデジタル化構想，デジタルトラン

スフォーメーション（ＤＸ）の推進，移住・定住施策，シティプロモーション，ＩＴ利活用等の業

務について，機動力を発揮しながらまちづくりを大きく戦略的に推進する役割を担う。 

また，東海村総合計画推進プロジェクトチームを所管し，緊急度の高い施策，行政に関する現実的

な政策課題，地域が抱える課題の解決に向け，政策分野を横断した連携が必要となる事項等について

事業の立案に向けた調査研究等を行う。 

（３）総務部の組織（総務人事課／財政経営課／税務課） 

総務課の総務法制担当と人事課を統合した「総務人事課」と，企画経営課の財政経営担当と総務

課の管財・検査担当，ファシリティマネジメント担当で構成する「財政経営課」を新設する。 

○総務人事課 （総務法制担当／人事・給与厚生担当／心とからだの保健室）

総務課の総務法制担当と人事課が所管する業務の他，職員の心身の健康を維持し，健康管理とメ

ンタルヘルス体制を強化するため「心とからだの保健室」を新設する。 

○財政経営課 （財政担当／契約・検査担当／ファシリティマネジメント担当）

企画経営課の財政経営担当と総務課の管財・検査担当が所管する業務の他，公共施設等総合管理

計画の包括管理，財産管理，跡地利用などファシリティマネジメントの推進体制を構築するため「フ

ァシリティマネジメント担当」を新設する。 

３ 村民生活部の改編 ≪村民活動支援課／環境政策課／防災原子力安全課／住民課≫

○村民活動支援課 （村民活動支援担当）

住民・村民の活動を幅広く支援する「人づくり」をより意識するとともに，秘書広報課から移管

する女性活躍及び男女共同参画に関する事務を推進するため「地域づくり推進課」を「村民活動支

援課」に改称する。 

○住民課 （戸籍担当／住民担当）

保険年金担当が所管する国民健康保険，後期高齢者医療制度等の事務を新設する保険課に移管し，

「住民課」を住民生活に深く関連する村民生活部に編入する。 

４ 福祉部の改編 ≪地域福祉課／保険課／総合相談支援課／健康増進課／子育て支援課≫

高齢者（介護），障がい者，子ども，生活困窮者など複雑に絡み合う福祉の複合的な問題の解決に向

けた「地域共生社会」への取り組みを深化させるため福祉部を改編し，各課の相談支援業務を統合して

重層的支援体制を構築する。 
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○地域福祉課 （地域福祉推進担当／地域医療推進担当／高齢支援担当）

地域福祉の推進，地域医療体制の充実と地域医療の振興を図るため「福祉総務課」を「地域福祉

課」に改称し，高齢福祉課から高齢支援担当を編入する。併せて，地域福祉推進担当から分離して

「地域医療推進担当」を新設する。なお，重層的支援体制の構築に伴い村民相談室を廃止する。 

○保険課 （医療保険担当／介護保険担当）

高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業を推進するとともに，国民健康保険，医療福祉

費支給制度（マル福・マル特），後期高齢者医療制度，介護保険に関する事務等を所管する新たな部

署として，住民課の保険年金担当を「医療保険担当」に，高齢福祉課の介護保険室を「介護保険担

当」にそれぞれ改称して構成する「保険課」を新設する。 

○総合相談支援課 （相談支援担当／障がい福祉担当／地域包括担当）

相談者の属性を問わず，相談支援をワンストップで行える体制を強化するため，障がい者基幹相

談支援センター業務を所管する障がい福祉課と高齢福祉課の地域包括担当の所管業務を融合させた

新たな部署として「総合相談支援課」を新設する。 

同課は，総合福祉センター「絆」を拠点（当面の間は，なごみ総合支援センター。）に，東海村社

会福祉協議会との連携によりケースに合わせて多様な視点からアプローチするチームを編成し，複雑

に絡み合った課題に対して世帯を中心に「暮らしを」まるごと支援するファミリーソーシャルワーク

に視点を置いた取組みを進める。 

５ 建設部の改編 ≪都市政策課／道路整備課／区画整理課／下水道課／水道課≫

○都市政策課 （都市計画推進担当／建築担当）

○道路整備課 （幹線道路整備推進室／管理担当）

所掌範囲が広範にわたっている組織規模を見直し，関連業務の一体的取組みを進めるため都市整

備課を分課し，建設部内の総合調整とまちづくりを政策的に推進する「都市政策課」と，国道６号・

水戸外環状道路等の道路整備及び都市公園等の整備管理を総合的に所管する「道路整備課」を新設

する。 

６ 教育委員会の改編 ≪学校教育課／生涯学習課／図書館／指導室≫

○生涯学習課 （文化芸術・スポーツ推進担当／博物館・文化財担当／生涯学習担当／青

少年担当） 

歴史と未来の交流館の開設により所掌範囲が広範にわたっている組織規模の見直し，事務執行の

重点化と効率化を図るため生涯学習課を分課し，「図書館」を課として位置付け，新設する。
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令和 4 年 2 月 25 ⽇（⾦） 
村⺠⽣活部 防災原⼦⼒安全課 
TEL.029-282-1711（内線 1520〜1524） 

東海村記者発表資料

「東海村“自分ごと化”会議」提案書の提出 

及び「“自分ごと化”会議セミナー」の開催について 

東海村では，日本原子力発電㈱東海第⼆発電所問題に関する「住⺠の意向把握」に向けた調査・研
究の一環として，住⺠基本台帳から無作為抽出した住⺠の中から応募のあった⽅で“原発問題”をテー
マに話し合う「東海村“自分ごと化”会議」の開催を一昨年 12 月から始め，昨年 12 月の最終回・第 5
回会議では，これまで議論してきた内容と，住⺠・地域・⾏政・原子力事業者による取り組みが望ま
れることを集約した提案書案を通して振り返るととともに，提案をより良いものとするための話し合
いを持ったところです。

このたび，当該会議参加者と会議運営に関わってきた一般社団法人構想日本による“提案書”取りま
とめの見通しが立ったことから，“自分ごと化”会議参加者から村⻑への提案書の提出を手交の形式で
⾏うとともに，“自分ごと化”会議という住⺠参加手法をテーマに，住⺠及び本村職員を対象とする「“自
分ごと化”会議セミナー」を開催することとしましたので，お知らせします。 

１．⽇時 

令和 4 年 3 月 23 ⽇（水）・午後 1 時 30 分〜3 時 30 分（予定） 

２．場所 

「東海村産業・情報プラザ」（アイヴィル）／多目的ホール 

那珂郡東海村舟石川駅東三丁目１番１号 
３．内容 

（1）「東海村“自分ごと化”会議」提案書の提出（手交） ･･･ 午後 1 時 30 分から（30 分程度）
▶ “自分ごと化”会議参加者からの提案書の提出のほか，会議参加者と村⻑との対話を予定。 

（2）「“自分ごと化”会議セミナー」 ･･･ 午後 2 時から（予定）
▶ 本村での“自分ごと化”会議でコーディネーターを務めた 伊藤伸 氏（構想日本・総括ディ

レクター）を講師に招き，“自分ごと化”会議参加者と対話しながらの講話を予定。
▶ テーマ ･･･ 「くじ引き⺠主主義の時代へ「自分ごと化会議」のすすめ」
▶ 参加対象 ･･･ 住⺠及び本村職員（会場定員：200 人）。

４．取材に際しての留意事項 

① 上記提案書の提出及びセミナーは，終始公開で⾏います。取材に際しては，当日，受付名簿に
報道機関名・御氏名等を記入願います（事前
の申し込みは不要）。

② 感染症対策として，入場受付時に検温と体
調の確認を⾏います（発熱・体調不良等の症
状がある場合の取材は，御遠慮ください）。
また，取材に際しては，マスクの着用や手洗
い，消毒等をお願いします。

［ お問い合わせ ］ 
東海村 村⺠⽣活部 防災原子力安全課 
（消防防災・原子力安全担当） 
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村三丁目 7 番 1 号
TEL.029-282-1711（内線 1520･1524） 
FAX.029-270-4418 
電子メール bousai@vill.tokai.ibaraki.jp 
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東海村記者発表資料 
令和４年 2 月 25 日（⾦） 
東海村（村⺠⽣活部 防災原⼦⼒安全課） 
TEL.029-282-1711（内線 1520〜1525）

令和 3 年度「東海村屋内退避・避難誘導訓練」の実施について 
 

東海村に⽴地する試験研究炉施設や使⽤済燃料再処理施設，核燃料加工施設においては，

原⼦⼒規制委員会が定める「原⼦⼒災害対策指針」に基づき，「原⼦⼒災害対策重点区域」

が設定されていることを踏まえ，本村では昨年 5 月，これらの施設で原⼦⼒災害が発⽣し

た場合に備え，屋内退避や避難（一時移転）などに関して定めた「試験研究炉等における

原⼦⼒災害に備えた東海村屋内退避及び避難誘導に関する基本⽅針」を策定したところで

あり，同⽅針に定める内容の検証と実効性確認・向上を図るため，原⼦⼒科学研究所・Ｊ

ＲＲ－３での原⼦⼒災害発⽣を想定した，屋内退避・避難誘導訓練を実施します。 

 

１．趣旨 

「原⼦⼒災害対策重点区域」のうち，「緊急防護措置を準備する区域」（ＵＰＺ）が

設定される原⼦⼒施設での原⼦⼒災害に際して，住⺠の屋内退避や，避難先自治体へ

の避難（一時移転）・避難退域時検査等に係る訓練を試⾏することにより，緊急事態の

進展に応じた対応・体制を確認するとともに，住⺠に対する避難⽅法等の周知や避難

の実動を通して，「試験研究炉等における原⼦⼒災害に備えた東海村屋内退避及び避難

誘導に関する基本⽅針」の検証と実効性確認・向上を図り，将来の計画策定に結び付

ける。 

 

２．目的・効果 

（1） 災害対策本部運営や住⺠広報，屋内退避及び避難先自治体への避難（一時移転），

避難退域時検査などの防護措置を通しての課題の洗い出し・検証。 

（2） 「試験研究炉等での原⼦⼒災害に備えた東海村屋内退避及び避難誘導に関する

基本⽅針」の住⺠周知，理解普及。 

（3） 原⼦⼒防災活動資機材の取り扱い⽅法等に関する習熟。 

（4） 東海村と避難先自治体・関係機関の連携・協⼒に向けた経験蓄積。 

（5） 内閣府「新型コロナウイルス感染拡⼤を踏まえた感染症の流⾏下での原⼦⼒災害

時における防護措置の実施ガイドライン」（令和２年 11 月策定）を踏まえながら

の本村地域の実情に合わせた原⼦⼒災害対策の検討・準備と，訓練での実践。 
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３．実施概要 

（1） 日時（予定） 

▶ 令和4年3月21日（月）午前7時〜午後1時 

㊟ 災害発⽣または「新型コロナウイルス感染症」の感染状況により，実施が困難と判断

した場合は，延期（時期未定）とします。 

（2） 場所（予定） 

▶ 災害対策本部 …… 東海村役場・災害対策本部室（⾏政棟5階） 

▶ 一時集合場所 …… ① 石神コミュニティセンター（石神内宿1609番地），

② 真崎コミュニティセンター（村松835番地1），③ 舟石川コミュニティセ

ンター（舟石川158番地1） 

▶ 避難退域時検査場所，避難所（福祉避難所） …… 那珂総合公園（那珂市

⼾崎428番地2） 

（3） 主催 

東海村 

（4） 訓練対象事業所 

▶ 国⽴研究開発法⼈日本原⼦⼒研究開発機構（ＪＡＥＡ）・原⼦⼒科学研究所 

［ 想定事象 ］ 

研究⽤原⼦炉“ＪＲＲ－３”の定格出⼒運転中，原⼦炉プール内における原因不明（後

刻，原⼦炉プール内への異物の混入が原因と判明）の冷却⽔流路阻害があり，制御棒の

挿入により自動スクラムしたが，崩壊熱による燃料板の破損（融解）が継続し，放射性

物質が環境中に放出される事態に進展。なお，地震・風⽔害等の同時発⽣はない。 

（5） 訓練内容（予定） 

① 職員非常参集訓練，災害対策本部設置・運営訓練 

② 緊急時通信連絡訓練 

③ 住⺠広報活動訓練 

④ 屋内退避実施訓練 

⑤ 住⺠避難活動訓練（一時移転等実施訓練） 

㊟ 避難⾞両としては，バス（自動⾞運送事業者・原⼦⼒事業者），福祉⾞両のほか，参

加住⺠所有の自家⽤⾞を予定。 

⑥ 安定ヨウ素剤緊急配布訓練 
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⑦ 避難所設置・運営訓練 

⑧ 避難退域時検査・簡易除染訓練 

⑨ 緊急時モニタリング訓練 

（6） 訓練協⼒団体・機関 

▶ 那珂市 

▶ 茨城県（防災・危機管理部 原⼦⼒安全対策課） 

▶ 内閣府（原⼦⼒防災担当） 

▶ 原⼦⼒規制庁（東海・⼤洗規制事務所） 

▶ 国⽴研究開発法⼈日本原⼦⼒研究開発機構（原⼦⼒科学研究所／原⼦⼒緊急

時支援・研修センターほか） 

▶ 茨城県警察（ひたちなか警察署／那珂警察署） 

▶ 陸上自衛隊（勝田駐屯地／施設学校（施設教導隊）） 

▶ ひたちなか・東海広域事務組合消防本部 

▶ 社会福祉法⼈東海村社会福祉協議会 

▶ 医療法⼈愛仁会・萬有の森（障がい者グループホーム太陽・釣鐘草） 

▶ 日本原⼦⼒発電㈱（東海事業本部） 

▶ ㈱カスミ 

▶ 東京コンテナ工業㈱ 

▶ ㈱ドコモＣＳ（茨城支店） 
㊟ その他関係機関と調整中。 

 

４．訓練規模（⾒込み） 

▶ 本村職員 ･･････ 100⼈程度。 

▶ 訓練協⼒・関係団体 ･･････ 100⼈〜150⼈程度。 

▶ 住⺠避難活動訓練参加住⺠ ･･････ 200⼈程度。 
㊟ 参加住⺠（村内在住・在勤・在学であるか，これら相当に限る）は，村内自治会・自主防災

組織，「広報とうかい」（令和4年2月25日発⾏・同3月10日発⾏），公式ホームページ等を通

じて募集。 
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［ 問い合わせ ］ 

東海村 村⺠⽣活部 防災原⼦⼒安全課 

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目 7 番 1 号 

TEL.029-282-1711（内線 1520・1521・1522） 

FAX.029-270-4418 

電⼦メール・bousai@vill.tokai.ibaraki.jp 

５．訓練の主な流れ 

▶ “ＪＲＲ－３”での「施設敷地緊急事態」「原⼦⼒緊急事態」に該当する事象の発⽣に

伴い，村では，災害対策本部を設置。国・茨城県の指示・支援等を受けつつ，住⺠

等の防護措置として，村内全域を対象に屋内退避を実施することとしたが，事態収

束の⾒通しが⽴たず，なおも継続的に⾼い空間放射線量率が計測される地域におけ

る住⺠の無⽤な被ばくを回避する観点から，避難（一時移転）等の早期・緊急防護

措置を実施する。 

▶ 住⺠は，“ＵＰＺ”（半径約５㎞）外への避難に向け，自家⽤⾞または村内一時集合

場所・福祉施設等に配⾞されるバス・福祉⾞両に各々乗⾞し，避難（一時移転）を

開始する。 

 

６．付記事項／訓練に係る報道機関向け資料提供について 

次回の報道機関向けの資料提供については，訓練実施日の１週間程度前の時期を目

安に予定することとします。 
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東海村記者発表資料 
令和 4年 2月 25 日(金) 
企画総務部企画経営課プロジェクト推進室 
電話：029-282-1711(内線 1339) 

東海村×㈱日立システムズ  

BPR を前提とした DX 手法に関する共同研究を実施しました 

  

東海村(村⻑︓⼭⽥ 修／茨城県那珂郡東海村)と株式会社⽇⽴システムズ(代表取締役 取締役社⻑︓
柴原 節男、本社︓東京都品川区／以下、⽇⽴システムズ)は、連携協定にもとづく共同研究において、業務を
可視化して、DX による業務量削減効果を測る検証を実施しました。 

令和 3 年度は、全 27 課のうち 3 課（税務課、住⺠課、学校教育課）を対象に、全業務量・内容を可視
化したうえで業務量削減案を検討、抽出し、今後全庁での DX による業務量削減を図るためのロードマップを作
成しました。この取り組みにより確認できた業務量削減効果は、対象 3 課の実労働時間の 4.1％（4,777 時
間）で、同じ効果が得られれば、全庁で約 50,000 時間の業務量削減を⾒込めることがわかりました。 

東海村と⽇⽴システムズは、この結果より作成したロードマップにもとづき、全庁的な業務可視化と業務量削減
実施体制整備に向けた共同研究を次年度も継続していきます。 

 
■背景  
・東海村では、『とうかいまるごとデジタル化構想』にもとづき DX（デジタル・トランスフォーメーション）を推進してお
り、東海村と⽇⽴システムズは、東海村のめざす「とうかい"まるごと"デジタル化構想」を共同で推進していくため、
2021 年 6 ⽉ 24 ⽇に連携協定を締結しています。 
・東海村は、国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所で推計した将来⼈⼝減少率をもとに、2040 年までに現在の業務
量を 12.0％（146,434 時間）削減することを目標に設定しました。その目標達成に向けた有効な⼿法を検証
するため、⽇⽴システムズと共同研究に取り組みました。 

 
 
 
 
 
 

【共同研究における 2040 年までの業務量削減将来目標値】 
 
■実施内容および結果 
➀「庁内の業務内容・業務量の可視化」と「改善すべき業務の特定」 

実施内容 ・業務抽出アンケートにて業務⼀覧を抽出 
・業務把握アンケートにて業務内容と業務量を抽出 

結    果 ・3 課で計 65,016 時間/年の業務量を可視化 
  税務課（251 業務）  ︓29,302 時間/年 
  住⺠課（145 業務）  ︓24,312 時間/年 
  学校教育課（172 業務）︓11,402 時間/年 

・可視化した業務量をもとに、ABC 分析を実施し業務量の 80％を占める 18.0%の業務
を優先的に改善すべき業務と特定 
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②業務改善案を検討 
実施内容 ・3 課 65 業務について、ヒアリングを実施し改善案を検討 
結    果 ・抽出した改善案（対象業務への RPA 導⼊や運⽤⾒直しなど）により、4.1％の削減

率が⾒込めることを確認 
（削減率 4.1％は、将来目標値の 2028 年度の 3.8％を超える⽔準） 

 
③業務量を継続的に可視化し、改善案を評価する仕組みを検討 

実施内容 ・業務抽出アンケートにて業務⼀覧を抽出 
・業務把握アンケートにて業務内容と業務量を抽出 

結    果 ・今回の共同研究では仕組みを構築するに⾄らなかったため、令和 4 年度も共同研究を
継続 
・今後以下の 3 施策を実施し、仕組みを構築。 
 【施策１】今年度 3 課で取り組んだ内容を全課（残り 24 課）に展開 
 【施策２】全庁的に BPR（業務改⾰）を実⾏する仕組みを整備 
 【施策３】更なる業務量削減のための新技術調査・検証 

※詳細については、東海村ホームページにて「BPR（業務改⾰）を前提とした DX ⼿法に関する共同研究」令 
和 3 年度結果概要を参照ください。                   ホームページ QR コード⇒   
 

 
今回の共同研究では、⽇⽴システムズの持つ他⾃治体や他企業の事例をもとに、各種⼿続きにおける申請書

のエラーチェックや議事録の作成業務など、改善効果の⼤きい業務に注目し、選定した業務の⼯数削減率を計算
した結果、3 課で計 4.1％の業務量削減が⾒込めることが分かりました。 

これは、全庁 27 課のうちの 3 課の数値とはなるものの、東海村の定める業務削減率の将来目標値の 2028
年度の削減率 3.8％を超える結果となっており、『とうかいまるごとデジタル化構想』の目標達成を加速化できる期
待が⾼まる結果となりました。 

この期待を実現するため、⽇⽴システムズと東海村は引き続き共同研究を進めていきます。 
 
■お問い合わせ先 
東海村 企画総務部企画経営課プロジェクト推進室 
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海３丁目７番１号 
E-mail︓marudigi@vill.tokai.ibaraki.jp 
 
株式会社⽇⽴システムズ サステナビリティ・リスクマネジメント本部  
コーポレート・コミュニケーション部 [担当︓藤原、野澤] 
〒141-8672 東京都品川区⼤崎⼀丁目 2 番 1 号 
E-mail︓media̲contact@hitachi-systems.com 
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令和４年第１回東海村議会定例会提出議案概要 

 

                                                                      令和４年２月２４日 

議案番号 議  案  名 説          明 

報告第 1号 

 

寄附の受入れについて（除菌

液） 

 

株式会社はやぶさから寄附の申出があり，これを受け入れましたので，議会に

報告するものであります。 

１ 寄 附 者  株式会社はやぶさ 代表取締役 平出 公彦 

２ 寄 附 品 名  除菌液 はやぶさパワーミスト（２５０ｍｌペットボトル） 

１００本 

３ 寄 附 目 的  新型コロナウイルス感染症対策のため 

４ 寄附年月日  令和３年１２月１３日 

報告第 2号 

 

寄附の受入れについて（寄附

金） 

イオン東海店同友店会から寄附の申出があり，これを受け入れましたので，議

会に報告するものであります。 

１ 寄 附 者  イオン東海店同友店会 会長 樫村 彰 

２ 寄 附 金 額  金５０，０００円 

３ 寄附の目的  新型コロナウイルス感染症対策のため 

４ 寄附年月日  令和４年２月８日 

報告第 3号 

 

寄附の受入れについて（ウッ

ドデッキ） 

 

舟石川学童クラブ保護者会から寄附の申出があり，これを受け入れましたの

で，議会に報告するものであります。 

１ 寄 附 者  舟石川学童クラブ保護者会 会長 足立 利恵子 

２ 寄 附 品 名  ウッドデッキ ９㎡ 

３ 寄 附 目 的  舟石川学童クラブの学童保育に貢献するため 

４ 寄附年月日  令和３年１２月１４日 

報告第 4号 

 

寄附の受入れについて（灰釉

陶器長頸壺） 

照沼 明 氏から寄附の申出があり，これを受け入れましたので，議会に報告

するものであります。 
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 １ 寄 附 者  照沼 明 

２ 寄 附 品 名  灰釉陶器長頸壺 １点 

３ 寄 附 目 的  郷土教育への活用のため 

４ 寄附年月日  令和３年１２月１４日 

報告第 5号 寄附の受入れについて（古文

書，民具等） 

 

西野 晉哉 氏から寄附の申出があり，これを受け入れましたので，議会に報

告するものであります。 

１ 寄 附 者  西野 晉哉 

２ 寄 附 品 名  古文書，民具等 一式 

３ 寄 附 目 的  郷土教育への活用のため 

４ 寄附年月日  令和４年１月１２日 

報告第 6号 寄附の受入れについて（アル

ミスタンド付サーマルカメ

ラ，液晶テレビ） 

 

水戸ヤクルト販売株式会社から寄附の申出があり，これを受け入れましたの

で，議会に報告するものであります。 

１ 寄 附 者  水戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役社長 内藤 学 

２ 寄 附 品 名  アルミスタンド付８インチサーマルカメラ，液晶テレビ 各

１点 

３ 寄 附 目 的  地域の福祉に貢献するため 

４ 寄附年月日  令和４年１月３１日 

承認第 1号 専決処分の承認を求めるこ

とについて（令和３年度東海

村一般会計補正予算（第８

号）） 

令和３年度東海村一般会計補正予算（第８号）について専決処分をしましたの

で，地方自治法第１７９条第３項の規定により報告し，承認を求めるものであり

ます。 

予算総額に歳入歳出それぞれ３５７，９２３千円を追加し，予算総額を 

２１，０５４，６６６千円とするものであります。 

補正の内容につきましては，住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業を実

施するために必要な予算措置を講じたものであります。  

１ 歳入 

    国庫支出金      ３５７，９２３千円 
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２ 歳出      

民生費        ３５７，９２３千円 

議案第 1号 東海村行政組織の改編に伴

う関係条例の整備に関する

条例の制定について 

行政組織の改編に伴い，組織の名称及び事務分掌を変更するため，関係条例の

一部を改正するものであります。 

議案第 2号 東海村職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

国家公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い，非常勤職員の育児休業の

取得要件を緩和し，及び育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等

の規定を追加するほか，所要の改正を行うため，条例の一部を改正するものであ

ります。 

議案第 3号 東海村特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

消防団員の年額報酬の改定及び出動報酬の追加並びに臨時学校歯科医の新設

に伴い，条例の一部を改正するものであります。 

議案第 4号 東海村職員の給与に関する

条例及び東海村特別職の職

員で常勤のものの給与及び

旅費に関する条例の一部を

改正する条例の制定につい

て 

人事院勧告（令和３年８月１０日）及び国家公務員等の給与改定に伴い，一般

職及び特別職の期末手当の支給月数の引下げを行うため，条例の一部を改正する

ものであります。 

議案第 5号 東海村個人情報保護条例及び

東海村個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例の制

定について 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による行政機

関の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止及び行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い，これらの法律を

引用する条項を改めるほか，所要の改正を行うため，条例の一部を改正するもの

であります。 
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議案第 6号 東海村税条例の一部を改正

する条例の制定について 

空家の適正管理及び空家跡地の利活用を促進し，居住環境の整備及び地域の振

興を図るため，空家を撤去した土地に係る固定資産税及び都市計画税の減免を行

うため，条例の一部を改正するものであります。 

議案第 7号 東海村国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制

定について 

国民健康保険法施行令及び地方税法施行令の改正，茨城県における賦課方式統

一並びに税率改正に伴い，平等割額の廃止，税率等の変更及び軽減措置の追加を

行うため，条例の一部を改正するものであります。 

〇改正の内容 

 ・基礎課税額・後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額の廃止 

・国民健康保険税率の変更 

・賦課限度額の変更 

・０歳から６歳まで（未就学児）の均等割半額軽減の追加 

・７歳から１８歳まで（就学児から高校生世代まで）の均等割半額減免の追加 

議案第 8号 東海村消防団員の定員，任免，

給与，服務等に関する条例の

一部を改正する条例の制定に

ついて 

消防団員の処遇改善を図るための措置として，東海村特別職の職員で非常勤の

ものの報酬及び費用弁償に関する条例に新たに出動報酬を追加することに伴い，

水火災，警戒，訓練等に従事する場合における費用弁償の規定を削るほか，所要

の改正を行うため，条例の一部を改正するものであります。 

議案第 9号 令和３年度東海村一般会計

補正予算（第９号） 

予算総額から歳入歳出それぞれ１１７，８１５千円を減額し，予算総額を 

２０，９３６，８５１千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては，新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担

金の増額，公共施設維持整備基金繰入の減額等のほか，各事業費の確定に伴い，

必要な予算措置を講じるものであります。 

１ 歳入 

（１）村税          △２，２５０千円 

（２）地方交付税       ２１，１９３千円 

（３）分担金及び負担金       ７８８千円 

（４）使用料及び手数料   △１０，３５８千円 
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（５）国庫支出金       ３３，００３千円 

（６）県支出金       △１８，３７０千円 

（７）財産収入            ４２千円 

（８）寄附金            ４５３千円 

（９）繰入金       △１６５，１１１千円 

（10）諸収入         ３３，２９５千円 

（11）村債         △１０，５００千円 

２ 歳出 

（１）総務費         △７７，４８４千円 

（２）民生費        △５４，１８８千円 

（３）衛生費        △２５，５６９千円 

（４）農林水産業費          ２０，６９７千円 

（５）商工費        △３６，３９７千円 

（６）土木費          ５，５２３千円 

（７）消防費         △４６，８３２千円  

（８）教育費        △４４，３７０千円 

（９）諸支出金       １４０，８０５千円 

議案第 10 号 令和３年度東海村国民健康

保険事業特別会計補正予算

（第３号） 

予算総額に変更はなく，歳出予算額内におきまして補正するものであります。 

補正の内容につきましては，国民健康保険保険基盤安定負担金の返還に伴い必要

な予算措置を講じるものであります。 

１ 歳出 

（１）基金積立金         △１０６千円 

（２）諸支出金           １０６千円 

議案第 11 号 令和３年度東海村後期高齢

者医療特別会計補正予算（第

３号） 

予算総額に変更はなく，債務負担行為を設定するものであります。 
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議案第 12 号 令和３年度東海村介護保険

事業特別会計補正予算（第４

号） 

（保険事業勘定） 

予算総額に変更はなく，債務負担行為の設定及び変更をするものであります。 

議案第 13 号 令和３年度水戸・勝田都市計

画事業東海駅西土地区画整

理事業特別会計補正予算（第

２号） 

予算総額に変更はなく，繰越明許費を設定するものであります。 

議案第 14 号 令和３年度水戸・勝田都市計

画事業東海中央土地区画整

理事業特別会計補正予算（第

２号） 

予算総額から歳入歳出それぞれ２４６，８０７千円を減額し，予算総額を 

６６２，１００千円とするものであります。 

補正の内容につきましては，保留地処分金の額及び社会資本整備総合交付金の

額が確定したことに伴い，必要な予算措置を講じるものであります。 

１ 歳入 

（１）国庫支出金      △１６，５００千円 

（２）財産収入      △２２１，３０７千円 

（３）村債          △９，０００千円 

２ 歳出 

区画整理事業費   △２４６，８０７千円 

議案第 15 号 令和３年度東海村水道事業

会計補正予算（第１号） 

予算総額に変更はなく，収益的収入において，営業収益に１０，０００千円を

増額し，営業外収益から同額を減額するものであります。 

補正の内容につきましては，加入分担金が当初見込みより伸びたことによる増

額及び新型コロナウイルス感染症対策により実施した令和２年度の水道料金減

免に係る消費税が，特定収入以外の収入となる見込みから，補填のために計上し

た一般会計補助金を減額するため，必要な予算措置を講じるものであります。 

議案第 16 号 

  

令和３年度東海村下水道事

業会計補正予算（第２号） 

予算総額に変更はなく，債務負担行為を設定するものであります。 
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議案第 17 号 令和４年度東海村一般会計

予算 

予算総額を歳入歳出それぞれ１８，８３０，０００千円とするものであります。 

 

議案第 18 号 令和４年度東海村国民健康

保険事業特別会計予算 

予算総額を歳入歳出それぞれ３，００２，０８７千円とするものであります。 

議案第 19 号 令和４年度東海村後期高齢

者医療特別会計予算 

 

予算総額を歳入歳出それぞれ５６４，３６８千円とするものであります。 

議案第 20 号 令和４年度東海村介護保険

事業特別会計予算 

保険事業勘定の予算総額を歳入歳出それぞれ２，８０９，２８９千円とし，介

護サービス事業勘定の予算総額を歳入歳出それぞれ７４千円とするものであり

ます。 

議案第 21 号 令和４年度水戸・勝田都市計

画事業東海駅西土地区画整

理事業特別会計予算 

予算総額を歳入歳出それぞれ１０９，６８７千円とするものであります。  

議案第 22 号 令和４年度水戸・勝田都市計

画事業東海駅東土地区画整

理事業特別会計予算 

予算総額を歳入歳出それぞれ１３，３４２千円とするものであります。  

議案第 23 号 令和４年度水戸・勝田都市計

画事業東海中央土地区画整

理事業特別会計予算 

予算総額を歳入歳出それぞれ６３３，９２１千円とするものであります。  

 

 

議案第 24 号 令和４年度東海村水道事業

会計予算 

収益的収入及び支出額をそれぞれ８３４，０００千円とし，資本的収入額を 

１３３，０６６千円，資本的支出額を５１０，３２７千円とするものであります。 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３７７，２６１千円は，当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２９，０１７千円，過年度分損益勘定

留保資金１９９，５５２千円及び減債積立金１４８，６９２千円で補填するもの

であります。 
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議案第 25 号 令和４年度東海村病院事業

会計予算 

収益的収入及び支出額をそれぞれ３４８，０１８千円とし，資本的収入額を 

０円，資本的支出額を２８４，８５０千円とするものであります。 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２８４，８５０千円は，過年度

分損益勘定留保資金で補填するものであります。 

議案第 26 号 令和４年度東海村下水道事

業会計予算 

収益的収入額を１，２５６，５５７千円，収益的支出額を１，２３５，２１４

千円とし，資本的収入額を７０５，９４４千円，資本的支出額を 

１，０８８，１４６千円とするものであります。 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３８２，２０２千円は，当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３４，１７１千円，過年度分損益勘定

留保資金３４８，０３１千円で補填するものであります。 

議案第 27 号 財産取得の変更について（阿

漕ヶ浦公園整備事業用地） 

阿漕ヶ浦公園整備事業用地の取得については，令和３年第１回定例会以降，同

事業用地に係る財産取得について２回の変更の議決をいただいております。この

度，駐車場及びアクセス道路として用地取得が整ったため，変更するものであり

ます。 

１ 買収総面積中「６，９１６.５４平方メートル」を「６，９２５.５１平方メ

ートル」に改める。 

２ 買収価格中「４２，６４２，０００円」を「４２，７００，０００円」に改

める。 

議案第 28 号 公の施設の広域利用に関す

る協議について 

県央地域９市町村で締結している公の施設の広域利用に関する協定について，

対象施設の追加及び変更に伴い，新たに協定を締結するため，地方自治法第２４

４条の３第３項の規定により，議会の議決を求めるものであります。 

・追加する施設 

  水戸市 水戸市下入野健康増進センター（屋内プール，トレーニング室，

多目的室，会議室，温浴施設及びグラウンドゴルフ場） 

  笠間市 笠間芸術の森公園スケートパーク（スケート広場） 

  城里町 コミュニティセンター城里（図書室） 
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 ・変更する施設 

 茨城町 運動公園（多目的広場（変更前：陸上競技場））  

議案第 29 号 村道路線の認定について 都市計画法第２９条の規定による開発行為により移管を受けた道路（２路線）

を認定するため，道路法第８条第２項の規定により，議会の議決を求めるもので

あります。 
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令和４年第１回東海村議会定例会 補正予算案参考資料 

 

１. 一般会計補正予算（議案第 9号 令和 3年度一般会計補正予算第 9号） 

（１）一般会計歳入歳出予算款別総括表              

 

  （単位：千円） 

款 補正前 補正額 補正後 款 補正前 補正額 補正後

村税 11,866,681 △ 2,250 11,864,431 議会費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　197,622 0 197,622

地方譲与税税，交付金等 1,206,434 0 1,206,434 総務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,924,131 △ 77,484 2,846,647

地方交付税 2,000 21,193 23,193 民生費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,068,127 △ 54,188 7,013,939

交通安全対策特別交付金 4,810 0 4,810 衛生費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,413,788 △ 25,569 2,388,219

分担金及び負担金 109,334 788 110,122 農林水産業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　400,452 20,697 421,149

使用料及び手数料 154,037 △ 10,358 143,679 商工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　466,607 △ 36,397 430,210

国庫支出金 4,774,092 33,003 4,807,095 土木費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,497,485 5,523 2,503,008

県支出金 1,113,190 △ 18,370 1,094,820 消防費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　693,665 △ 46,832 646,833

財産収入 36,801 42 36,843 教育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,586,246 △ 44,370 2,541,876

寄附金 81,001 453 81,454 災害復旧費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 0 5

繰入金 599,485 △ 165,111 434,374 公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　439,790 0 439,790

繰越金 661,530 0 661,530 諸支出金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,316,748 140,805 1,457,553

諸収入 186,971 33,295 220,266 予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,000 0 50,000

村債 258,300 △ 10,500 247,800 合計 21,054,666 △ 117,815 20,936,851

合計 21,054,666 △ 117,815 20,936,851

歳入 歳出

 
 

（２）一般会計歳入予算の主な内訳  

〇国庫支出金【33,003千円】 

・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（15,848千円） 

・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（968千円）  

・保育士等処遇改善臨時特例交付金（5,031千円）  

 

（３）一般会計歳出予算の主な内訳  

〇総務費【△77,484千円】 

・行政手続きオンライン化（既存住基システム改修）対応業務委託料（968千円）  

〇民生費【△54,188千円】 

・学童クラブ指定施設管理委託料（881千円）  

  新型コロナウイルス感染症対策に伴い，公設学童クラブ利用者への自粛要請等で生じた利用料

金返還分及び放課後児童支援員等の処遇改善に要する経費について増額補正する。 

・民間学童クラブ運営費補助金（570千円）  

新型コロナウイルス感染症対策に伴い，民間学童クラブ利用者への自粛要請等で生じた利用料

金返還分及び放課後児童支援員等の処遇改善に要する経費について増額補正する。 

・保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業（3,402千円）  

民間保育士・幼稚園教諭等処遇改善に伴う経費相当額について増額補正する。 

〇衛生費【△25,569千円】 

・予防接種委託料（15,848千円）  

新型コロナワクチン追加接種の接種間隔前倒し及び小児（5～11歳）への 1・2回目接種を実施

する方針が示されたことに伴い，対象者分について増額補正する。 

 

記者会見資料 
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８ 主な休廃止事業 
（１）休止事業   

№ 休止事業名 理由 所管課 

1 
美しい東海村をつくる会補
助事業 

コロナ禍により休会中であるため，事業を休止
します。 

環境政策課 

２ 女性防火クラブ補助事業 対象団体がないため，事業を休止します。 
防災原子 
力安全課 

３ 家庭菜園管理運営事業 
現在利用できる家庭菜園がなく，開設者（農
家）もいないため，事業を休止します。 

農業政策課 

他３件  
  

（２）廃止事業   

№ 廃止事業名 理由 所管課 

1 地域未来ビジョン推進事業 
地域おこし協力隊が任期満了となり，自治推進
諸費に統合するため，事業を廃止します。 

地域づくり
推進課 

2 県民交通災害共済事業 

団体における現金とりまとめ事務負担軽減のた
め，団体加入制度を終了し，報奨金を団体へ支
払う事業を廃止します。 
一般加入（役場窓口での申請）は継続します。 

環境政策課 

3 生物多様性促進事業 
環境配慮システムの構築や希少種のデータベー
ス化等が完了したため，事業を廃止します。 

環境政策課 

4 
身体障害者福祉協議会補助
事業 特定の団体への補助から，意欲ある団体・事業

者等が行う事業補助へ転換し，地域生活支援事
業に統合するため，事業を廃止します。 
 

障がい福祉課 5 
東海村社会福祉法人愛信会
補助事業 

6 
心身障がい児者親の会補助
事業 

7 花いっぱい運動事業 
実施目的である茨城県の花いっぱい運動コンク
ールが終了となったため，事業を廃止します。 

生涯学習課 

8 
青少年団体行事カレンダー
発行事業 

カレンダーの発行は終了し，集約した情報を村
ホームページを活用しお知らせするため，事業
を廃止します。 

生涯学習課 

他統合８件など 
 

  

（３）縮小事業   

№ 縮小事業名 理由 所管課 

1 情報発信推進事業 
村公式 LINE に集約するため，こちら東海村ア
プリを終了し，事業を縮小します。 

秘書広報課 

 

  



３０ 

 

 

【問合せ】 

〒319-1192 

茨城県那珂郡東海村東海三丁目７番１号 

東海村企画総務部企画経営課企画調整担当  

電話：029-282-1711（内線 1337） 

FAX：029-287-0317 

MAIL:kikaku@vill.tokai.ibaraki.jp 

  




